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公
法
学
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
の
展
開
（
二
）

―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
議
論
―
―

柴

田

尭

史

は
じ
め
に

第
一
章

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
具
体
例
と
概
念
―
―
一
九
九
〇
年
代

第
一
節

｢裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
―
―
ア
ン
ド
レ
ア
ス
＝
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
（
以
上
、
六
四
巻
五
号
）

第
二
節

｢大
学
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
―
―
ハ
ン
ス
‐
ハ
イ
ン
リ
ヒ
＝
ト
ゥ
ル
ー
テ

（
1
）
自
立
し
た
行
政
単
位
の
民
主
的
責
任
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（
2
）
大
学
・
研
究
機
関
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
―
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
論

（
3
）
小
括

第
三
節

分
析

第
二
章

｢概
念
論
」
へ
の
回
帰
―
―
二
〇
〇
〇
年
代

第
一
節

｢総
論
」
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
―
「
行
政
法
総
論
改
革
」
に
お
け
る
構
造
化

（
1
）
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
‐
ア
ス
マ
ン

（
2
）
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
＝
カ
ー
ル
（
以
上
、
本
号
）

（
3
）
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
議
論
の
緻
密
化
―
―
多
様
性
、
憲
法
上
の
基
盤
、
お
よ
び
実
効
性

（
4
）
小
括
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第
二
節

「
権
力
分
立
」
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

第
三
節

分
析

お
わ
り
に

第
二
節

｢大
学
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
―
―
ハ
ン
ス
-
ハ
イ
ン
リ
ヒ
＝
ト
ゥ
ル
ー
テ

近
年
ま
で
ド
イ
ツ
で
は
、
行
政
は
「
一
枚
岩
」
で
あ
る
、
つ
ま
り
「
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
も
ち
、
上
意
下
達
で
動
く
」
と
い
う
「
官
僚

制
モ
デ
ル
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た(85
)。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
テ
ー
マ
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

の
イ
メ
ー
ジ
に
は
例
外
が
あ
る
。
そ
の
古
典
的
な
も
の
が
、「
大
学
」
で
あ
り
、「
研
究
機
関
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
が
基

本
権
、
特
に
学
問
の
自
由
（
基
本
法
五
条
三
項
）
の
担
い
手
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
大
半
が
州
立
大
学
で
あ
る
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
、
大
学
は
州
の
機
関
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ッ
ク
ス
-
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
よ
う
な
国
家
の
研
究
機
関
も
存
在
す
る
。

つ
ま
り
、
研
究
施
設
が
「
行
政
機
関
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
施
設
が
行
政
の
一
部
と
し
て
権
限
を
行
使
す
る

な
ら
ば
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
が
問
題
と
な
る
。
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
そ
の
教
授
資
格
申
請
論
文
『
基
本
権
上
の
自
由
と
国
家
に
よ
る
制

度
化
―
―
集
合
的
な
行
政
過
程
の
法
と
し
て
の
学
問
法(86
)』

に
お
い
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
を
論
じ
て
い
る
。
学
問
法
に
か
か
わ
る
点

は
今
後
の
課
題
と
す
る
と
し
て(87
)、
こ
こ
で
は
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
が
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
を
論
じ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

（
1
）
自
立
し
た
行
政
単
位
の
民
主
的
責
任
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

｢自
立
し
た
行
政
単
位
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
民
主
的
正
統
性
、

す
な
わ
ち
民
主
的
な
法
治
国
家
に
お
け
る
国
家
に
よ
る
活
動
の
責
任
の
根
拠
に
関
す
る
問
題
の
一
部
で
あ
る(88
)。」
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
ま

ず
民
主
的
責
任
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
関
係
を
説
く
。
従
来
の
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
し
て
組

論 説
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織
さ
れ
た
省
庁
行
政
、
つ
ま
り
長
が
部
下
を
指
揮
監
督
す
る
、
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
民
主
的
正
統
性
の
連
鎖
は
容
易

に
は
途
切
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行
政
単
位
の
自
立
化
に
よ
っ
て
行
政
が
多
元
化
、
あ
る
い
は
分
出
す
る
場
合
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
自
立
し
た
行
政
単
位
で
は
、
長
が
存
在
し
な
い
か
、
長
と
の
結
び
付
き
が
極
め
て
弱
い
た
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
喪
失
の
問
題
で
あ
る
。
自
立
し
て
い
よ
う
と
国
家
権
力
は
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
民
主
的
正
統
性
が
必
要

で
あ
る
た
め
、
こ
の
喪
失
は
様
々
な
手
段
で
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
の
一
つ
が
、
従
来
か
ら
あ
る
省
庁
行
政
に
お

け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
を
修
正
し
、
転
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
方
法
は
、
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
も
つ
行
政
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
背
景
に
あ
る
た
め
、
自
立
し
た
行
政
単
位
に
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、

…
…
よ
り
課
題
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る(89
)」
と
述
べ
る
。
そ
の
た
め
、
自
立
し
た
行
政
単
位
に
つ
い
て
独
自
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
分
権
的
に
課
題
を
実
現
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
得
ら
れ
る
。
そ
の

独
自
の
形
式
は
、
憲
法
の
要
請
を
越
え
て
展
開
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
責
任
を
受
け
る
手
段
で
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
中
心
的
な

憲
法
価
値
で
あ
り
、
自
立
し
た
行
政
単
位
に
対
し
て
も
そ
の
価
値
を
求
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る(90
)。」

（
2
）
大
学
・
研
究
機
関
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
―
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
に
よ
る
と
、「
い
ず

れ
に
せ
よ
、
学
問
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
官
僚
制
的
な
課
題
の
処
理
と
い
う
モ
デ
ル
に
定
位
し
た
古
典
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
は
、

同
時
に
国
家
の
課
題
も
実
現
さ
れ
る
場
合
に
の
み
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
そ
れ
ら
の
形
式
は
、
修
正
、
そ
し
て
学
問
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
活
動
の
固
有
の
領
域
に
つ
い
て
は
縮
減
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
学
問
の
自
由
を
行
使
す
る
前
提
で

あ
る
国
家
に
よ
る
制
度
化
と
の
関
連
で
は
、
視
線
は
、
通
常
あ
ま
り
注
目
の
的
に
な
ら
な
い
他
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
に
向
け
ら
れ

る
…
…(91
)。」
そ
の
他
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
と
し
て
ト
ゥ
ル
ー
テ
が
挙
げ
る
の
は
、
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
課
題

に
関
連
づ
け
ら
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
の
発
展
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
に
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お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
論
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。

①
概
念
論

ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
ク
レ
プ
ス
の
論
文
を
脚
註
で
引
用
し
な
が
ら
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
を
論
じ
る
。「
財
政
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
に
、
活
動
と
そ
れ
ら
の
基
準
の
比
較
に
よ
る
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
合
理
化
に
関
連

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
国
家
に
よ
る
活
動
全
体
の
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
構
想
さ
れ
る
。
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
執
行
の
自
己
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
、
な
ら
び
に
議
会
、
公
衆
、
お
よ
び
会
計
検
査
院
に
よ
る
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る(92
)。」
こ
の
引
用
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の

は
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
論
で
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
対
象
と
基
準
の
比
較
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
機
能
は

決
定
プ
ロ
セ
ス
の
合
理
化
で
あ
る
。
ま
た
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
区
別
さ
れ
る
。
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
財
政
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
、
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

②
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象

法
律
上
の
例
外
を
除
き
、
国
家
の
制
度
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
包
括
的
な
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
行
わ
れ

る(93
)。
そ
こ
に
は
自
立
し
た
行
政
単
位
も
含
ま
れ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
制
度
化
の
た
め
の
給
付
そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
が
財
政
上
重
要
で
あ

る
限
り
で
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
。」
ま
た
、
公
法
上
だ
け
で
な
く
、
私
法
上
の
法
人
も
、
連
邦
が
歳
出
か
ら
給
付
し
て
い
る
場
合
、

連
邦
会
計
検
査
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
審
査
の
対
象
は
連
邦
の
予
算
と
経
済
の
実
施
で
あ
る(94
)。」

③
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準

財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
基
準
は
、
法
適
合
性
、
秩
序
適
合
性
、
経
済
性
、
お
よ
び
節
約
性
で
あ
る
。
今
日
、

法
適
合
性
と
秩
序
適
合
性
は
、
秩
序
に
適
合
す
る
予
算
と
経
済
の
実
施
と
い
う
原
則
の
具
体
化
に
鑑
み
て
、
互
い
に
移
行
す
る
た
め
、

問
題
は
小
さ
い
。
し
か
し
、「
経
済
性
」
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
の
弱
点
を
示
す
。「
経
済
性
」
を
審
査
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
判

断
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
あ
る
特
定
の
効
果
が
で
き
る
限
り
少
な
い
資
金
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
か
、
を
審
査
す
る
最
小
化
原
理
で

あ
る
。
こ
の
原
理
は
節
約
性
と
等
し
く
、
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
題
と
な
ら
な
い
。
二
つ
目
は
、
与
え
ら
れ
た
資
金
に
よ
っ
て
で
き

る
限
り
大
き
い
効
果
が
達
成
さ
れ
た
の
か
、
を
審
査
す
る
最
大
化
原
理
で
あ
り
、
こ
れ
が
問
題
と
な
る
。
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
こ
の
問
題

論 説
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を
「
決
定
理
論
上
の
困
難
さ
」
と
表
す
る
。
最
大
化
原
理
の
前
提
は
、
行
動
を
最
良
で
正
し
い
も
の
と
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
行
動

の
結
果
は
、
選
択
肢
す
べ
て
に
つ
い
て
最
適
で
あ
る
価
値
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
…
…
特
定
の
決
定
の
効
果
は
、
そ
も
そ
も

有
用
な
決
定
基
準
に
至
る
た
め
に
、
積
極
的
な
も
の
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
定
の
選
択
肢
は
、
は
じ
め
か
ら
非
合
理
的

で
無
用
な
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
。」
こ
こ
に
も
問
題
の
縮
減
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
縮
減
は
、
経
済
性
の
規
準
と
は
違
う
規
準

に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
経
済
性
の
基
準
に
よ
っ
て
、
追
加
の
決
定
規

準
が
採
用
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
、
決
定
の
前
提
を
定
立
す
る
領
域
へ
の
さ
ら
な
る
関
与
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
決
定
理
論
上
の
開
放
性
を
限
定
す
る
の
が
、
議
会
と
執
行
の
決
定
権
限
の
限
界
に
一
致
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
会
計
検
査
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
決
定
と
活
動
が
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る

場
合
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
の
限
定
が
原
則
と
し
て
推
論
さ
れ
る
。
会
計
検
査
院
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
国
家
に
よ
る

制
度
化
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
基
本
権
、
た
と
え
ば
学
問
の
自
由
に
つ
い
て
も
、
そ
の
実
効
的
な
保
障
領
域
が
限
界
と
な
る(95
)。

④
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
限
界

｢…
…
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
参
照
機
関
、
す
な
わ
ち
議
会
と
執
行
の
課
題
と
の
関
係
が
明
ら

か
に
す
る
の
は
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
活
動
と
決
定
が
す
で
に
そ
れ
自
体
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
基
本
権
の
領
域
に
お
い
て
公
の
資
金
を
用
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
限
り
、
ま
っ
た

く
あ
り
え
な
い(96
)。」
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
基
本
権
に
か
か
わ
る
事
項
を
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
予
め
排
除
し
な
い
。

こ
の
参
照
機
関
の
課
題
領
域
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
最
も
外
側
に
あ
る
限
界
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
国
家
の
資
金
か
ら
支
援
を
受
け
、

税
制
上
の
優
遇
を
受
け
て
い
る
私
企
業
も
、
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
排
除
さ
れ
な
い(97
)。
憲
法
上
の
課
題
（
権
力
分
立
）
へ
の

拘
束
も
、
基
本
権
へ
の
拘
束
（
基
本
法
一
条
三
項
）
も
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
基
本
権
へ
の
拘
束
に
よ
っ
て
、
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
態
様
の
拘
束
と
限
定
が
必
要
と
な
る(98
)。
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ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
ま
ず
た
と
え
国
家
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
組
織
連
関
に
お
い
て
も
、
学
問
の
自
由
の
核
心
領
域
、
つ
ま
り
議
論

と
批
判
に
よ
る
真
理
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
排
除
す
る
。
す
な
わ
ち
、
会
計
検
査
院
に

よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、「
学
問
に
か
か
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
原
則
と
し
て
研
究
の
結
果
が
公
の
資
金
を
（
推

定
さ
れ
る
）
不
経
済
に
利
用
す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
た
の
か
、〔
と
い
う
問
い
〕
の
外
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う(99
)。」

そ
し
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
周
辺
領
域
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
に
よ
れ
ば
「
態
様
の
領
域
」
で
あ
る
。
経
済
性
審
査
と
目
的
適
合
性

審
査
（
＝
専
門
監
督
）
を
同
一
視
し
、
学
問
に
か
か
わ
る
事
柄
に
お
け
る
専
門
監
督
が
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
推
論
に
よ
っ
て
経
済
性

審
査
を
こ
の
領
域
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
、
と
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
結
論
づ
け
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
の
観
点
を
顧
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
基
本
法
五
条
三
項
も
さ
ら
に
別
の
基
本
権
も
、
公
の

資
金
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
ず
に
取
り
扱
う
権
利
を
含
ん
で
い
な
い
。
領
域
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
境
界
づ
け
は
、
学
問
に
関
連
づ
け
ら

れ
た
観
点
を
十
分
に
他
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
か
ら
切
り
離
す
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
粗
雑
す
ぎ
る(100
)。」
第
二
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準

の
問
題
で
あ
る
。
研
究
に
か
か
わ
る
事
柄
、
た
と
え
ば
研
究
計
画
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
排
除
さ

れ
な
い
。「
排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
学
問
に
適
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
を
形
成
し
、
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
性

は
、
疑
い
な
く
学
問
と
は
縁
遠
い
基
準
で
は
な
い(101
)。」
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
二
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
基
本
権
も
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
含
む
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
一
点
目
で
あ
る
。
基
本
権
を
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
、
と
一
般
に
考
え
ら
れ
う
る
。
し
か
し
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
の
議
論
は
、

基
本
権
を
特
別
視
し
た
基
準
を
作
成
し
、
そ
う
い
っ
た
基
準
で
必
ず
し
も
審
査
し
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
二
点
目
で
あ
る
。

し
か
し
、「
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
会
計
検
査
院
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
学
問
に
適
う
よ
う
に

行
使
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
明
言
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
基
本
権
が
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

論 説

(阪大法学) 64 (6-158）1686〔2015.3]



の
限
界
と
な
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、「
こ
れ
に
つ
い
て
の
手
掛
か
り
は
、
合
理
性
規
準
を
領
域

ご
と
に
具
体
化
す
る
必
要
で
あ
る
。
こ
の
必
要
は
、
事
項
領
域
の
自
己
法
則
性
を
考
慮
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
」
と
い
う(102
)。

⑤
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

こ
れ
ま
で
、
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
特
に
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
注
目
し
、
概
念
論
を
検
討
し
て
き
た
。

ト
ゥ
ル
ー
テ
に
よ
れ
ば
、
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
弱
点
を
補
完
し
、
古
典
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
で
あ
る
監
督
の
負
担
を
軽

減
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
は
、
憲
法
の
規
定
か
ら
、
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
監
督
を
代
替
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
形
式
は
、
欠
落
を
可
視
化
し
、
対
抗
す
る
勢
力
を
動
員
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
効
性
を
全
体
と
し
て
上
昇
さ
せ
、

課
題
に
関
連
づ
け
て
変
化
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
。
そ
れ
ら
形
式
が
「
自
立
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
」
で
あ
り(103
)、
そ
の
中
に
専
門
的
な

自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
学
問
の
領
域
で
は
、
こ
の
形
式
は
長
い
伝
統
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
ヒ
エ
ラ
ル

ヒ
ー
に
基
づ
く
手
段
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
直
接
国
家
行
政
と
は
違
い
、
脱
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
化
さ
れ
た
組
織
で
は
、
専
門
的

な
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
が
用
い
ら
れ
る
た
め
で
あ
る(104
)。

⑥
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
関
係

最
後
に
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
に
お
け
る
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
自
己
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
関
係
を
検
討
す
る
。「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
欠
落
と
超
過
は
、
複
数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
が
補
充
の
関
係
に
相
互
に
お
か
れ

う
る
場
合
に
の
み
、
回
避
さ
れ
う
る
。」
こ
の
回
避
は
、
機
能
（
Leistung）
の
観
点
で
の
比
較
可
能
性
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
比
較

は
、
次
の
場
合
に
の
み
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
が
、
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
比
較
可
能
な
機
能
を

果
た
し
、
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
を
そ
こ
に
お
け
る
基
準
で
測
り
、
比
較
可
能
な
権
限
を
備
え
て
お
り
、
そ
し

て
比
較
可
能
な
手
続
に
お
い
て
実
施
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
る(105
)。「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
べ
き
単
位
に
依
存

し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
一
つ
の
形
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
、
…
…
五
条
三
項
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
な
い
国
家
の
資
金
の
取
り

扱
い
を
保
障
し
て
い
な
い(106
)。」

ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
こ
こ
で
問
題
が
基
準
の
分
類
に
移
行
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
特
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定
の
決
定
が
学
問
に
適
合
す
る
か
、
と
い
う
観
点
で
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
関
係
を
相
互
に
区
分
け
す
る
こ
と

は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
学
問
に
お
け
る
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
は
、
学
問
ご
と
の
決
定
の
観
点
を
判
断
す
る
際
、
他

の
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
違
う
、
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
点
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
問
に
特
殊
な
基
準
を
適
用
す
る
場
合
、

他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
学
問
の
領
域
に
お
け
る
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
結
合
で
き
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る(107
)。

（
3
）
小
括

ト
ゥ
ル
ー
テ
は
、
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
焦
点
を
当
て
、
国
家
に
よ
る
制
度
化
が
必
要
な
基
本
権
で
あ
る
学
問
の
自

由
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
の
議
論
は
個
別
事
例
に
定
位
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
の
議
論
は
、

一
般
化
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
概
念
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
に
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
の
概
念
に
基
づ
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
限
界
論
に
お
い
て
「
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
」
と
し
た
う
え
で
、
会
計
検
査
院
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
焦
点
を
絞
る
叙
述
で
あ
る
。
ま
た
限
界
論
に
お
い
て
、
ト
ゥ
ル
ー

テ
は
、
財
政
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
別
の
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
限
界
に
つ
い
て
の
論
拠
、
す
な
わ
ち
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
と
基
本
権
が
問
題
と
さ
れ
た
ノ
イ
エ
=
ハ
イ
マ
ー
ト
事
件
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定(108
)に

よ
っ
て
そ
の
論
証
を
支
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
こ
で
の
ト
ゥ
ル
ー
テ
の
議
論
は
、
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
限
界
で
あ
る
基
本
権
の
議
論
に
も
還
元
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

ト
ゥ
ル
ー
テ
の
議
論
の
中
で
重
要
な
四
点
を
指
摘
し
て
、
本
節
を
ま
と
め
た
い
。
第
一
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
責
任
は
相
関
概
念
で

あ
り
、
責
任
が
民
主
的
正
統
性
と
関
係
が
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
責
任
を
相
関
関
係
に
お
き
、
責
任
を
民
主
制
と
関
係
づ
け
る
点
は
、

シ
ョ
イ
ナ
ー
の
議
論
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
に
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
の
概
念
論
の
原
型
は
「
で
あ
る
-
で
あ
る
べ
き
-

比
較
」、
つ
ま
り
ク
レ
プ
ス
の
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
に
は
、
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

あ
り
、
両
者
は
完
全
に
は
補
完
で
き
な
い
。
ま
た
、
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
領
域
に
よ
っ
て
は
基
準
を
介
し

て
結
合
で
き
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
国
家
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
は
、
限
界
が
あ
る
。
そ
の
限
界
が
基
本
権
で
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あ
る
。
し
か
し
、
基
本
権
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
対
象
の
問
題
で
は
な
く
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
基
本
権

に
か
か
わ
る
事
案
で
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
合
理
性
の
規
準
が
基
本
権
に
応
じ
て
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節

分
析

こ
こ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
議
論
の
傾
向
を
分
析
す
る
。
九
〇
年
代
は
、「
具
体
論
」
に
即
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
が
展
開
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
は
「
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
、
ト
ゥ
ル
ー
テ
は
「
大
学
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
そ
れ
ぞ
れ
論

じ
た
。
従
来
の
議
論
に
お
い
て
、
裁
判
官
と
大
学
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
。
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、

政
治
的
な
力
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ
し
て
権
力
分
立
原
理
か
ら
生
じ
る
限
界
が
理
由
と
さ
れ
、
大
学
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
た
し
か
に

行
政
機
関
で
あ
る
が
、
学
問
の
自
由
の
享
有
主
体
で
も
あ
る
、
と
い
う
基
本
権
に
由
来
す
る
理
由
が
挙
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
従
来
の

議
論
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
が
、
九
〇
年
代
で
は
詳
細
に
議
論
さ
れ
た
。
そ
れ
を
理
論
か
ら
支
え
た
の
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
「
比
較
」
と
理
解
す
る
見
解
、
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
形
式
的
な
観
点
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
八
〇
年

代
に
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
転
回
さ
せ
た
ク
レ
プ
ス
の
議
論
が
応
用
さ
れ
た
の
が
、
ま
さ
に
九
〇
年
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

｢概
念
論
」
へ
の
回
帰
―
―
二
〇
〇
〇
年
代

「
行
政
法
総
論
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
議
論
を
規
定
し
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
言

え
ば
、
本
章
で
取
り
扱
う
文
献
は
す
べ
て
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
下
で
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
背
景
は
、

国
内
で
の
民
間
化
や
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
国
際
化
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
）
に
よ
っ
て
行
政
を
取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変
化
し
、
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こ
れ
ら
の
現
代
的
な
問
題
に
取
り
組
む
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
一
節

「
総
論
」
と
し
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
―
「
行
政
法
総
論
改
革
」
に
お
け
る
構
造
化

二
〇
〇
一
年
に
行
政
法
総
論
改
革
叢
書
の
第
七
巻
と
し
て
『
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』
と
題
し
た
一
冊
の
論
文
集
が
出
版
さ
れ
た
。

ま
た
二
〇
〇
六
年
か
ら
『
行
政
法
の
基
礎
』
と
題
す
る
三
冊
の
大
著
が
、
行
政
法
総
論
改
革
を
体
系
化
す
る
形
で
出
版
さ
れ
た
。『
行

政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』
か
ら
、
ま
ず
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、『
行
政
法
の
基
礎
』
か

ら
は
、
第
三
巻
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
＝
カ
ー
ル
の
項
目
を
検
討
す
る
。
こ
の
二
人
を
選
ん
だ
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-

ア
ス
マ
ン
は
、
概
念
論
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
中
で
「
比
較
」
と
い
う
概
念
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
ー
ル
は
、

「
比
較
」
と
い
う
概
念
に
は
距
離
を
取
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
総
括
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
1
）
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
＝
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン

シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
は
、
行
政
法
総
論
改
革
の
主
唱
者
の
一
人
で
あ
り
、

第
七
巻
の
巻
頭
論
文
「
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
―
導
入
的
な
ス
ケ
ッ
チ(109
)」
の
著
者
で
あ
る
。
そ
の
行
論
は
、
概
念
論
か
ら
は
じ
ま
り
、

行
政
法
に
お
け
る
（
行
政
の
）
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ぐ
る
現
代
の
問
題
を
論
じ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
そ
の
概
念
論
は
ク
レ
プ

ス
の
議
論
に
大
き
く
依
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
卓
越
し
た
業
績
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
＝
ク
レ
プ
ス
に
よ
る
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
決
定
の
合
理
化
と
い
う
理
論
上
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
推
論
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
三
つ
の
憲
法
作
用
す
べ
て
に
組
入
れ

た
。
そ
の
論
文
の
プ
ロ
セ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
公
法
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
論
の
基
礎
で
あ
り
え
よ
う(110
)」
と

ク
レ
プ
ス
の
議
論
を
高
く
評
価
す
る
。
本
稿
で
は
、「
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
中
心
に
、
主
著
で
あ
る
『
秩
序
理
念
と
し
て
の
行

政
法
総
論
―
―
行
政
法
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
形
成
の
基
礎
と
課
題
』
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
の
議
論
を
検
討
す
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る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
の
み
を
取
り
扱
う
。
た
し
か
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
変
数
、
他
者
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と

自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
区
別
の
洗
練
化
、
権
力
分
立
原
理
を
含
む
憲
法
原
理
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
関
係
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
過
多
と
過

少
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
の
議
論
の
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
論
じ
る
カ
ー
ル
も
、
こ
れ
ら
を
基
本
的
に
踏
襲
し
、
敷
衍

す
る
形
で
、
再
論
し
て
い
る
た
め
、
後
に
両
者
を
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

①
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念

シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
は
ま
ず
概
念
を
定
義
し
、
そ
の
際
ク
レ
プ
ス
の
議
論
を
踏
襲
す
る
。「
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
、
そ
れ
ら
が
過
程
や
結
果
に
―
―
よ
く
あ
る
定
式
化
で
あ
る
が
―
―
〝
で
あ
る
べ
き
〞
-〝
で
あ
る
〞
-
比
較
を
受
け
さ

せ
る
こ
と
よ
っ
て
、
過
程
や
結
果
の
基
準
適
合
性
を
確
保
す
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
行
動
の
合
理
性
を
高
め
る
た
め
の
特﹅

殊﹅

な﹅

メ﹅

カ﹅

ニ﹅

ズ﹅

ム﹅

で
あ
る(111
)。」「
最
も
適
切
に
こ
の
特
性
が
把
握
さ
れ
る
の
は
、
contre-rôle、
Gegenregister
と
い
う
概
念
史
に
定
位
す
る
場

合
で
あ
る
。
重
要
で
あ
る
の
は
、
す
で
に
存
在
す
る
対
象
を
反
対
の
立
場
か
ら
も
う
一
度
見
直
し
、
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る(112
)。」

シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
特
性
と
し
て
「
距
離
」
を
前
提
と
し
、
そ
の
距
離
に
は
、「
新
し
い
考

察
を
可
能
に
し
、
学
習
プ
ロ
セ
ス
を
作
動
さ
せ
、
そ
し
て
思
考
の
ス
テ
ッ
プ
を
倍
に
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
重
複
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

正
確
性
の
機
会
を
高
め
る
」
と
い
う
三
重
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
距
離
が
欠
け
る
な
ら
ば
、
も
は
や
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
は
な
く
、
共
同
決
定
と
な
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
排
除
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
自
身
の
行
動
に
も
距

離
が
見
い
だ
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
は
、
固
有
の
合
理
性
と
自
立
し
た
決
定
形
成
を
表
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
決
定
形
成
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
反
対
の
立
場
を
取
る
こ
と
が
で
き
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る(113
)。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
右
で
定
義
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
に
は
、
客
体
（
対
象
）、
基
準
、
お
よ
び
過
程
が
要

素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
三
つ
の
要
素
に
つ
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
の
説
明
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
（
対
象
）
は
、
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
は
決
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
政
に
は
決
定
機
能
が
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認
め
ら
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
、
実
際
の
成
果
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
政
の

作
為
だ
け
で
な
く
、
不
作
為
も
含
め
た
す
べ
て
の
活
動
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
関
係
す
る
。
新
制
御
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
概
念

で
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
は
「
生
産
品
（
Produkt）」
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
体
概
念
は
よ
り
広
く
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
は
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
手
続
、
行
動
方
法
、
シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
組
織
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
も
及
ぶ
。

さ
ら
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
者
自
身
の
行
動
も
含
ま
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
は
（
相
対
的
に
）
自
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
そ
の
固
有
の
合
理
性
で
反
対
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
、
評
価
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る(114
)。

第
二
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
不
可
欠
な
規
範
の
要
素
で
あ
る
。
た
だ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
実
定
化
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
原
則
と
し
て
、
基
準
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
者
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

さ
れ
る
行
動
よ
り
前
に
知
ら
れ
て
お
り
、
行
動
を
嚮
導
す
る
方
針
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う(115
)。

最
後
に
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
過
程
は
、
比
較
、
す
な
わ
ち
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
の
間
に
お
け
る
関
係
確
定
で

あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
過
程
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
が
創
出
し
た
後
に
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
〔
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
〕
は
、

既
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
過
程
は
、
一
度
限
り
の
比
較
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、

連
続
す
る
観
察
と
評
価
で
も
あ
る
。」
た
だ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も(116
)、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
主
体
の
修

正
権
や
特
別
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
必
然
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
過
程
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
部
分
に
区
分
さ
れ
る
決
定
構
造
の
一
部
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
間
決
定
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
＝
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
よ
っ
て
学
習
の
促
進
が
で
き
、
あ
る
い
は
確
定
の
後
に
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
別
の
段
階
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
計
画
、
決
定
、
執
行
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
セ
ス
の
す
べ
て
の
段
階
に
存
在
し
う
る(117
)。

②
ま
と
め

シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
は
、
ク
レ
プ
ス
の
議
論
を
「
プ
ロ
セ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
び
、
高
く
評
価
し
、
そ
れ
を

論 説
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踏
襲
す
る
。
た
し
か
に
「
距
離
」
と
い
う
考
え
方
を
新
た
に
導
入
す
る
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
（
比
較
）
と
そ
の
要
素
（
基
準
、

対
象
、
過
程
）、
目
的
と
機
能
（
合
理
化
）
に
つ
い
て
ク
レ
プ
ス
の
議
論
を
全
面
的
に
受
容
し
て
い
る
。

（
2
）
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
＝
カ
ー
ル

『行
政
法
の
基
礎

第
三
巻
』
の
第
四
七
節
に
お
い
て
、
カ
ー
ル
は
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概

念
、
機
能
、
お
よ
び
コ
ン
セ
プ
ト(118
)」
と
い
う
項
目
を
書
き
、
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
の
中
心
で
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
概
念
、
目
的
、
お
よ
び
機
能
に
合
わ
せ
て
、
本
項
目
に
お
け
る
カ
ー
ル
の
議
論
を
検
討

す
る
。
し
か
し
、
体
系
書
の
項
目
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
簡
潔
に
書
か
れ
て
い
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
カ
ー

ル
の
教
授
資
格
申
請
論
文
『
国
家
監
督
―
―
成
立
、
変
遷
、
お
よ
び
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
監
督
を
特
に
考
慮
し
た
新
た
な
規
定(119
)』
と
国
法
の

体
系
書
に
収
め
ら
れ
た
「
国
境
を
超
え
る
事
実
関
係
に
お
け
る
法
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
専
門
コ
ン
ト
ロ
ー
ル(120
)」
に
お
け
る
議
論
で
補
う
。

カ
ー
ル
は
、
ク
レ
プ
ス
の
議
論
を
「
プ
ロ
セ
ス
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
解
の
基
礎
」
と
評
し
、「
し
ば
し
ば
静
態
的
-
局
部
的
に
す

ぎ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
解
は
、
よ
り
動
態
的
-
プ
ロ
セ
ス
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る(121
)。

①
概
念
論

フ
ォ
ス
ク
ー
レ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
と
同
様
に
、
カ
ー
ル
は
概
念
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
「
語
源
」

を
手
掛
か
り
と
す
る
。
前
記
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
ラ
テ
ン
語
や
古
フ
ラ
ン
ス
語
に
由
来
す
る
。
こ
の

語
源
史
か
ら
は
、「
で
あ
る
-
で
あ
る
べ
き
-
比
較
」
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
素
と
な
る
。
つ
ま
り
、
検
査
の
基
準
と
現
実
を
比
較
す

る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ー
ル
は
、
こ
の
要
素
を
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
核
と
な
る
要
素
」
で
あ
る
と
す
る(122
)。
比
較
の
終
わ
り
に
は
、「〝
で
あ

る
べ
き
-
状
態
〞
と
〝
で
あ
る
-
状
態
〞
の
一
致
、
あ
る
い
は
相
違
を
回
顧
的
に
確
定
す
る
こ
と
」
が
あ
る
。
そ
の
際
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
過
程
は
決
定
と
関
係
が
あ
る
。
国
家
に
よ
る
決
定
は
、
情
報
に
基
づ
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
抽
象
的
な
目
標
を
具
体
的
な
生
活
関

係
に
実
現
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
に
よ
る
決
定
は
、
そ
の
構
造
か
ら
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
選
択
活
動(123
)」
で
あ

る(124
)。

カ
ー
ル
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
形
式
と
概
念
に
よ
っ
て
境
界
づ
け
る
方
法(125
)」

と
呼
び
、「
論
考
に
お
け
る
大
き
な
流
れ(126
)」、

あ
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る
い
は
「
論
文
に
お
け
る
有
力
な
見
解(127
)」

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
方
法
に
お
い
て
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
、
概
念
上
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら

放
逐
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
へ
の
介
入
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
波
及
効
果
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る(128
)。

し
か

し
、
カ
ー
ル
は
こ
の
見
解
を
採
用
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
こ
の
考
察
方
法
は
、
つ
ま
り
現
実
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
、
と

い
う
す
べ
て
の
概
念
法
学
の
論
証
の
欠
陥
に
悩
む
」
た
め
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
す
で
に
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
「
不
真
正
な
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
」
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
介
入
や
修
正
の
要
素
が
内
在
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
現
行
法
に
存
在
す
る
た
め
で
あ
る(129
)。
す
な
わ
ち
、

「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
、
通
常
（
概﹅

念﹅

に﹅

必﹅

然﹅

的﹅

で﹅

は﹅

な﹅

く﹅

）
是
正
と
い
う
要
素
が
内
在
す
る(130
)」

の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
カ
ー
ル
は
広
い
概
念
を
採
用
す
る
。
こ
の
広
い
概
念
こ
そ
が
、
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
に
お
い
て
登
場
し
た
「
逸
脱
分
析
」
で

あ
る
。
こ
の
概
念
を
明
確
に
定
義
づ
け
た
の
は
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
＝
シ
ュ
ル
ツ
ェ
-
フ
ィ
ー
リ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
…
…
逸
脱
分
析
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
構
は
、
制
御
し
な
が
ら
決
定
の
事
項
適
合
性
を
強
化
す
る
た
め
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

客
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
（『
control』
の
意
味
に
お
い
て
）」。
さ
ら
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
予
防
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
含
め
た
現
実

の
も
の
で
あ
る(131
)。

し
か
し
、
カ
ー
ル
は
修
正
を
加
え
た
「
逸
脱
分
析
」
を
概
念
と
し
て
採
用
す
る
。
す
な
わ
ち
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は

…
…
広
い
意
味
に
お
い
て
、
回﹅

顧﹅

的﹅

な﹅

逸
脱
分
析(132
)と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、『
逸
脱
分
析
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
構
は
、

制
御
し
な
が
ら
決
定
の
事
項
適
合
性
を
高
め
る
た
め
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
に
影
響
し
』、
逸
脱
分
析
は
、
通
常
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

対
象
の
一
致
、
特
に
こ
の
是
正
と
機﹅

能﹅

上﹅

（
目﹅

的﹅

上﹅

や﹅

事﹅

実﹅

上﹅

）
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る(133
)。」

こ
の
引
用
に
お
い
て
、
カ
ー
ル
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
概
念
の
特
徴
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
カ
ー
ル
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
「
回
顧
的
な
」
逸
脱
分
析
と
理
解
す
る
。
つ
ま
り
、

カ
ー
ル
が
引
用
す
る
シ
ュ
ル
ツ
ェ
-
フ
ィ
ー
リ
ッ
ツ
は
「
予
防
的
な
」
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
考
慮
す
る
が
、
カ
ー
ル
は
そ
れ
を
考
慮
し
て

い
な
い
。
第
二
に
、
カ
ー
ル
は
逸
脱
分
析
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
と
し
て
採
用
す
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
-
フ
ィ
ー
リ
ッ
ツ
と
は

異
な
り
、
是
正
の
要
素
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
概
念
か
ら
排
除
し
て
い
る
。
第
三
に
、
第
二
の
点
に
関
連
し
て
、
是
正
の
要
素
は
、
前
記
の
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通
り
、「
概
念
に
必
然
的
で
は
な
く
、」「
機
能
上
、（
目
的
上
や
事
実
上
）」
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

比
較
と
い
う
概
念
で
は
欠
落
し
、
逸
脱
分
析
で
は
概
念
に
必
然
的
で
な
い
が
、
機
能
上
存
在
し
て
い
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
波
及
効
果

が
、
欠
陥
の
修
正
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
是
正
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
一
致
過
程
で
あ
る
、
と
カ
ー
ル
は
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
は
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
セ
ス
の
作
動
装
置
に
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に

は
正
負
の
両
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
刑
罰
、
懲
戒
、
賠
償
な
ど

は
負
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
表
彰
、
昇
進
、
報
酬
な
ど
も
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る(134
)。

こ
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
把
握
し
た
場
合
、
そ
の
機
能
は
、
基
準
、
特
に
法
規
範
へ
の
忠
実
さ
の
保
障
、
情
報
調
達
／
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
責
任
の
主
張
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
者
の
学
習
・
援
助
で
あ
る(135
)。

以
上
の
概
念
、
波
及
効
果
、
お
よ
び
機
能
の
考
察
に
基
づ
い
て
、
カ
ー
ル
は
、
客
体
、
基
準
、
過
程
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
構
造
化

す
る
。
ま
ず
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
は
、
す
べ
て
の
種
類
の
活
動
、
不
作
為
、
特
に
決
定
だ
け
で
な
く
、
手
続
、
行
動
方
法
、
シ
ス
テ

ム
、
組
織
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
合
理
的
な
活
動
の
三
段
階
（
計
画
、
決
定
、
実
施
）
に
引
き
続
い
て
、

そ
し
て
そ
れ
ら
の
段
階
の
中
で
行
わ
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
基
準
は
、
通
常
、
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
定
化
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な

く
、
継
続
的
な
実
務
か
ら
も
生
み
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
通
常
、
基
準
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
客
体
に
事
前
に
知
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
過
程
は
、
観
察
、
審
査
、
比
較
（
狭
義
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）、
お
よ
び
一
致
過
程
へ
の
遡
及
と
い
う
個
別
の
過
程
に
分
解

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
過
程
は
、
常
に
で
は
な
い
が
、
重
複
し
て
い
る
と
さ
れ
る(136
)。

②
ま
と
め

カ
ー
ル
は
、「
比
較
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
す
る
見
解
を
論
文
に
お
け
る
有
力
な
見
解
と
評
す
る
が
、
現
実
を
十
分
に

考
慮
で
き
な
い
と
し
て
そ
れ
を
批
判
し
、「
逸
脱
分
析
」
を
採
用
す
る
。
カ
ー
ル
は
、
行
論
も
、
概
念
の
定
義
も
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
-

フ
ィ
ー
リ
ッ
ツ
に
従
っ
て
い
る
が
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
-
フ
ィ
ー
リ
ッ
ツ
が
事
前
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
予
防
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
考
慮
し
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て
い
た
の
に
対
し
て
、「
回
顧
的
な
」、
つ
ま
り
「
事
後
の
」
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
主
と
し
て
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
カ
ー
ル
は
、「
比
較
」

を
狭
義
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
呼
び
、「
逸
脱
分
析
」
で
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
さ
ら
に
比
較
を
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
核
と
な

る
要
素
」
と
表
現
す
る
。
ま
た
、
ク
レ
プ
ス
の
議
論
か
ら
は
、「
合
理
化
」
を
採
用
し
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
動
態
的
-
プ
ロ
セ
ス

的
」
と
特
徴
づ
け
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

(85
)
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
民
間
化
と
規
制
緩
和
が
進
み
、
先
進
国
で
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
動
揺
し
て
い
る
。
当
時
の
西
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ

い
て
は
、
角
松
生
史
「『
民
間
化
』
の
法
律
学
―
―
西
ド
イ
ツ
Privatisierung
論
を
素
材
と
し
て
」
国
家
学
会
雑
誌
第
一
〇
二
巻
（
一
九
八

九
年
）
第
一
一
・
一
二
号
七
一
九
頁
以
下
。

(86
)
H
ans-H
einrich
T
rute,D
ie
Forschung
zw
ischen
grundrechtlicher
Freiheit
und
staatlicher
Institutionalisierung:D
as

W
issenschaftsrecht
als
Recht
kooperativer
V
erw
altungsvorgänge,1994.

(87
)
行
政
法
総
論
に
と
っ
て
の
「
参
照
領
域
」
と
し
て
の
学
問
法
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
／
海
老

原
明
夫
（
訳
）「
ド
イ
ツ
行
政
法
の
最
近
の
発
展
（
下
）」
自
治
研
究
第
七
二
巻
（
一
九
九
六
年
）
第
一
〇
号
二
五
-
二
六
頁
。
Schm
idt-

A
ßm
ann
(A
nm
.7),3.K
ap.Rn.36ff.
邦
訳
、
一
三
四
頁
以
下
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
問
法
の
概
観
と
し
て
は
、
徳
本
広
孝
『
学
問
・
試
験

と
行
政
法
学
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
第
一
章
。

(88
)
T
rute
(A
nm
.86),S.464.

(89
)
T
rute
(A
nm
.86),S.464.

(90
)
T
rute
(A
nm
.86),S.465.

(91
)
T
rute
(A
nm
.86),S.465.
こ
こ
で
ト
ゥ
ル
ー
テ
が
「
古
典
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
形
式
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、「
監
督
（
A
ufsicht）」
で
あ

る
。
学
問
領
域
に
お
け
る
監
督
に
つ
い
て
は
、
T
rute
(A
nm
.86),S.466-471.
｢監
督
」
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
が
、「（
学
問
領
域
に
お

け
る
）
監
督
」
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て
要
約
す
る
。
ト
ゥ
ル
ー
テ
に
よ
れ
ば
、「
古
典
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
は
国
家
監
督
で
あ
る
。
自

立
し
た
行
政
単
位
へ
の
国
家
に
よ
る
監
督
は
、
決
定
の
規
定
、
ま
た
は
そ
の
前
提
が
監
督
さ
れ
て
い
る
者
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
を
保

障
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
同
様
に
制
御
と
事
後
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
目
標
と
し
て
い
る
。」
監
督
は
、
法
律
適
合
性
の
確
保
だ
け
で
な
く
、
民
主
的
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正
統
性
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
監
督
は
、
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
政
府
の
責
任
を
確
保
す
る
。
自
治
単
位
へ
の
監
督
は
、

法
監
督
で
あ
り
、
専
門
監
督
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
限
定
的
な
法
監
督
で
さ
え
も
、
学
問
の
精
神
作
用
に
か
か
わ
る
核
心
領
域
に
は
及
ば

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
が
許
容
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
大
学
や
研
究
機
関
が
、
国
家
の
行
政
を
遂
行
す
る
際
に
は
限
定
的
に
監

督
が
及
ぶ
。「
限
定
的
」
と
い
う
の
は
、
基
本
法
五
条
三
項
の
「
学
問
の
自
由
」
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
学
問
領
域

に
お
け
る
監
督
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
徳
本
・
前
掲
註
(87
)一
〇
-
一
三
頁
。

(92
)
T
rute
(A
nm
.86),S.474;V
gl.K
rebs
(A
nm
.70),S.4ff.

(93
)
T
rute
(A
nm
.86),S.474.

(94
)
T
rute
(A
nm
.86),S.475.

(95
)
T
rute
(A
nm
.
86),
S.
476f.;
V
gl.
N
iklas
Luhm
ann,
Zw
eckbegriff
und
System
rationalität―
Ü
ber
die
Funktion
von

Zw
ecken
in
sozialen
System
en,6.A
ufl.,1973,S.106ff.
邦
訳
と
し
て
、
馬
場
靖
雄
・
上
村
隆
弘
（
訳
）『
目
的
概
念
と
シ
ス
テ
ム
合
理

性
―
―
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
目
的
の
機
能
に
つ
い
て
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
七
二
頁
以
下
。

(96
)
T
rute
(A
nm
.86),S.478.

(97
)
こ
の
議
論
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
連
邦
議
会
調
査
委
員
会
が
、
税
制
上
の
優
遇
を
受
け
て
い
る
私
企
業
を
調
査
し
た
ノ
イ
エ
=

ハ
イ
マ
ー
ト
事
件
で
あ
る
。
BV
erfGE,77,1,43ff.;T
rute
(A
nm
.86),S.478.

(98
)
T
rute
(A
nm
.86),S.478.

(99
)
T
rute
(A
nm
.86)
S.478.（
引
用
中
の
〔
〕
は
、
筆
者
。）

(100
)
T
rute
(A
nm
.86),S.479.

(101
)
T
rute
(A
nm
.86),S.479.

(102
)
T
rute
(A
nm
.86),S.479.

(103
)
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
下
で
、「
構
成
員
と
利
用
者
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
「
生
産
・
資
本
市
場
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
論
じ
て
い

る
。「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
説
明
を
割
愛
す
る
。
T
rute
(A
nm
.86),S.481ff.

(104
)
学
問
の
領
域
に
お
い
て
は
、「
評
価
（
Evaluation）」
が
、
た
と
え
ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
制
度
・
計
画
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、

お
よ
び
人
材
の
任
命
、
論
文
の
公
表
の
決
定
と
い
う
す
べ
て
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
„peer
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review
“
(同
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
評
価
）
が
、
典
型
的
な
形
式
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
T
rute
(A
nm
.86),S.483ff.

(105
)
T
rute
(A
nm
.86),S.485.

(106
)
T
rute
(A
nm
.86),S.486.

(107
)
T
rute
(A
nm
.86),S.487.

(108
)
BV
erfGE,77,1ff.

(109
)
Eberhard
Schm
idt-A
ßm
ann,V
erw
altungskontrolle:Einleitende
Problem
skizze,in:ders./W
olfgang
H
offm
ann-Riem

(H
rsg.),
V
erw
altungskontrolle,2001.

(110
)
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.16f.

(111
)
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.10.（
強
調
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
-
ア
ス
マ
ン
。）

(112
)
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.10.

(113
)
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.10f.;ders.(A
nm
.7),S.212f.
邦
訳
、
二
一
四
頁
。

(114
)
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.11.

(115
)
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.12.

(116
)
行
政
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
化
さ
れ
て
い
る
場
合
、「
国
家
監
督
（
Staatsaufsicht）」
と
な
る
。
す
な
わ
ち

「
…
…
国
家
監
督
は
、
こ
れ
ま
で
の
関
係
に
よ
る
と
、
あ
る
国
家
権
力
の
内
部
で
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
性
質
を
持
っ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
あ
る
。」
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.13.

(117
)
Schm
idt-A
ßm
ann
(A
nm
.109),S.12.

(118
)
W
olfgang
K
ahl,
§
47
Begriff,
Funktionen
und
K
onzepte
von
K
ontrolle,
in:
W
olfgang
H
offm
ann-Riem
/Eberhard

Schm
idt-A
ßm
ann/A
ndreas
V
oßkuhle
(H
rsg.),Grundlagen
des
V
erw
altungsrechts,Bd.3,2.A
ufl.,2013.

(119
)
W
olfgang
K
ahl,Staatsaufsicht―
Entstehung,W
andelund
N
eubestim
m
ung
unter
besonderer
Berücksichtigung
der

A
ufsicht
über
die
Gem
einden,2000.（
以
下
、『
国
家
監
督
』
と
略
す
る
。）

(120
)
W
olfgang
K
ahl,§
253
Rechts-
und
Sachkontrolle
in
grenzüberschreitenden
Sachverhalten,in:Josef
Isensee/Paul

K
irchhof
(H
rsg.),H
andbuch
des
Staatsrechts
der
Bundesrepublik
D
eutschland,Bd.X
I,3.A
ufl.,2013.
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(121
)
K
ahl(A
nm
.118),Rn.33,und
vor
allem
Fn.118.
同
箇
所
に
お
い
て
プ
ロ
セ
ス
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
解
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
「
包
括
的
な
、
逐
次
に
進
行
す
る
国
家
の
決
定
・
経
過
プ
ロ
セ
ス
の
統
合
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
」
と
の
理
解
で
あ
る
。

(122
)
K
ahl
(A
nm
.120),Rn.15.

(123
)
K
rebs
(A
nm
.70),S.34;K
ahl
(A
nm
.118),Rn.4.

(124
)
K
ahl
(A
nm
.118),Rn.3f.;ders.(A
nm
.119),S.403f.

(125
)
K
ahl
(A
nm
.119),S.403.

(126
)
K
ahl
(A
nm
.119),S.403.

(127
)
K
ahl
(A
nm
.118),Rn.5.

(128
)
K
ahl
(A
nm
.119),S.404.

(129
)
Brunner
(A
nm
.37),S.197;K
ahl
(A
nm
.119),S.405.

(130
)
K
ahl
(A
nm
.118),Rn.5.（
引
用
中
の
傍
点
は
、
筆
者
。）

(131
)
H
elm
uth
Schulze-Fielitz,
Zusam
m
enspiel
von
öffentlich-rechtlichen
K
ontrollen
der
V
erw
altung,
in:
Schm
idt-

A
ßm
ann/H
offm
ann-Riem
(H
rsg.)
V
erw
altungskontrolle,
S.
298.
シ
ュ
ル
ツ
ェ
-
フ
ィ
ー
リ
ッ
ツ
は
、
同
箇
所
で
「
…
…
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
で
あ
り
、
内
容
の
事
項
適
合
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
（
合
理
化
）」
と
述
べ
、

概
念
論
で
は
反
対
す
る
も
の
の
、
明
確
に
ク
レ
プ
ス
の
影
響
が
窺
え
る
。

(132
)
K
ahl(A
nm
.120),Rn.17
で
は
、「
予
期
的
な
―
―
通
常
は
―
―
回
顧
的
な
基
準
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
逸
脱
分
析
」
と
し
、「
予
期
的
」

を
つ
け
加
え
て
い
る
。

(133
)
K
ahl
(A
nm
.118),Rn.6.（
引
用
中
の
傍
点
は
、
筆
者
。）
K
ahl
(A
nm
.120),Rn.16f.

(134
)
K
ahl
(A
nm
.118),Rn.7;ders.(A
nm
.120),Rn.24.

(135
)
K
ahl
(A
nm
.118),Rn.8;ders.(A
nm
.120),Rn.23.

(136
)
K
ahl
(A
nm
.118),Rn.9.
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